別記1
企画提案書等の取扱いに関する確認依頼
　
１．プロポーザル方式の実施に係る企画提案書、その他企画提案に関する資料（以下「企画提案書等」という。）の取扱いは、次のとおりとします。
（１）企画提案書等は、公平性、透明性を期すために、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく情報公開請求がなされた場合、もしくは本市が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、その全部を原則公開又は公表します。
（２）公開又は公表における企画提案書等の使用に関する費用は、無償とします。

２．次の内容に関し、確認を依頼いたします。
企画提案書等は、１にも記載のとおり原則としてはその全部を公開又は公表しますが、例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、公開又は公表することにより提案者の正当な利益を害する情報は、本市の判断で非公開又は非公表とします。
本市が提案者の正当な利益を害する情報の有無を判断する際の参考とするため、次のとおり回答書及び関連資料の提出をお願いします。

（１）対象案件　　令和8年度　駅南地区まちづくり指針策定業
（２）提出物　　　・企画提案書等の取扱いに関する回答書
　　　　　　　　　・貴社の正当な利益を害する情報にあたると考える部分がある場合は、その情報が分かる資料（企画提案書等の写しの該当部分にマーカーを引く、四角で囲う等したものを提出　※ただし、文字が消えるような塗りつぶしはしないでください。）
　　　　　　　　　　※提出いただいた資料の該当部分の非公表を確約するものではありません。
（３）提出期限　　令和8年5月18日　16時00分まで
（４）提出先　　　浜松市都市整備部都市計画課


別記2
入札参加資格審査申請に準じた書類 一覧表
■　必要提出書類を確認し（備考欄に記載の場合に該当するときに提出が必要になる書類もあります）、チェック欄（太枠内）を記入のうえ、№1から順に揃えてこの一覧表とあわせて提出してください。 
	チェック欄記入方法　‥　提出を要する：○　　提出不要：／（斜線）


■　提出書類は、全てＡ4サイズにしてください。
■　参加意向申出書の提出期限日までに提出してください。
	№
	提出書類
	備  考
	チェック欄
	市確認欄

	
	
	
	
	

	1
	委任状　【様式有り】
	＊支店・営業所等へ参加等を委任する場合に提出
	
	

	2
	市税の納付又は納入状況照会に関する同意書　【様式有り】
	＊浜松市内に本店を置く場合又は浜松市内の支店・営業所等へ参加等を委任する場合に提出
	
	

	3
	消費税及び地方消費税に係る納税証明書「その３」　写し可
	＊消費税及び地方消費税について未納の税額がないこと（「その3の2」「その3の3」でも可）
＊課税対象者でない場合も提出
＊証明日は3ヶ月以内の日付であること
＊所管税務署で発行
	
	

	4
	法人
	履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）　写し可
	＊法人の場合に提出　　＊現在事項全部証明書でも可
＊1ヶ年以上業務を営んでいること
＊証明日は3ヶ月以内の日付であること
＊所管法務局で発行
	
	

	5
	個人
	代表者の身分（身元）証明書 写し可
	＊個人の場合に提出
＊後見登記、破産等の通知を受けていない旨の証明書
＊証明日は3ヶ月以内の日付であること
＊本籍地の戸籍担当課で発行
	
	

	6
	個人
	登記されていないことの証明書 写し可
	＊個人の場合に提出
＊成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない旨の証明書
＊証明日は3ヶ月以内の日付であること
＊東京法務局（郵送）、地方法務局（窓口）で発行
　ただし、支局・出張所を除く
	
	

	7
	法人
	貸借対照表・損益計算書
写し可
	＊法人の場合に提出
＊直前決算1ヶ年分
	
	

	8
	個人
	<青色申告者> 所得税確定決算書の写し
<白色申告者> 所得税確定申告書の写し又は市県民税申告書の写し
	＊個人の場合に提出
＊直前決算1ヶ年分
＊青色申告者は貸借対照表・損益計算書を含む
	
	

	9
	暴力団排除に関する誓約書
【様式有り】
	
	
	





